
令和５年度歴史文化を活用した県内グループ旅行商品造成支援金交付要綱 

 

第１条 趣旨 

公益社団法人静岡県観光協会（以下「本会」という。）は、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた県内観光産業の需要回復を促進する為、本県を目的地とする歴史・文化資

源を活用したグループ旅行を実施する旅行会社に対し、予算の範囲内において支援金を交

付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。 

 

第２条 交付対象者 

旅行業法第３条の登録を受けている旅行会社（以下、「旅行会社等」という。）とす

る。 

 

 第３条 交付要件 

 以下の要件をすべて満たす旅行であること。 

⑴10名以上のグループであること。 

⑵旅行行程の一部に一般貸切自動車運送事業を経営するものが有する貸切バスを利用して

いること。 

⑶静岡県内の有料入場施設、飲食施設等を１ヵ所以上利用すること。 

⑷静岡県内の歴史・文化資源に係る施設等を１ヵ所以上（有料・無料問わない）訪問する

こと。ただし上記⑶とは別の施設であること。 

⑸旅行行程における感染症対策の徹底を行うこと。 

⑹旅行の出発日が令和５年５月２２日(月)以降かつ帰着日が令和６年２月１８日(日)以前

の旅行であること。 

⑺静岡県を訪問する教育旅行支援金・貸切バスを利用した県内グループ旅行商品造成支援

金等の当会及び静岡県が実施する他の助成制度を受けていないこと。ただし、全国旅

行支援、各市町が実施する助成制度、及び（一社）ふじさん駿河湾フェリーが実施す

る「駿河湾フェリー バス利用補助」との併用は可とする。 

 

第４条 支援金の額等 

支援金額は次のとおりとする。ただし、申請期間内であっても事業予算額に達し次第終

了する。 

⑴貸切バス１台につき２０，０００円を交付する。 

ただし、１事業所あたり８００，０００円を上限とする。 

 ⑵同一住所であっても登記上別事業所として登録している場合は別事業所として申請でき

るものとする。 

  

 

第５条 申請と変更 

支援金の交付を受けようとする旅行会社等は、旅行出発日の７日前までに第３条に示す 

事業の支援金申請及び行程表等を電子申請システムにより本会に提出するものとする。 

２ 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請するものとする。 



 

第６条 申請の受理 

  本会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合 

には、申請受理の旨を旅行会社等に通知するものとする。ただし、予算の上限に達してい 

た場合には、申請を受理しないことがある。 

 ２ 変更申請があった場合、再度内容を審査し、適当と認めた場合には、電子申請システ 

ムにより旅行会社等に通知するものとする。 

 

第７条 実績報告及び支援金の交付請求 

交付決定を受けた旅行会社等は、旅行実施後、10日以内に実績報告兼請求及び宿泊証明

書、有料入場施設等利用証明書等必要書類を電子申請システムにより提出しなければなら

ない。 

２．旅行当日の天候等やむを得ない事情を事由とした運休及び閉園のため有料入場施設・

飲食施設の利用が出来なかった場合は代替施設を利用し、利用証明書等を提出するものと

する。代替施設の利用がない場合、利用証明書の提出がない場合は支援金の対象外とす

る。 

 

第８条 支援金額の確定 

  本会は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、支援金の額を確定し、交付するものとする。 

 

第９条 支援金の支払い 

本会は、実績報告兼請求を受理した月の翌月末までに、旅行会社等に支援金を支払うも

のとする。交付の方法については国内銀行の国内支店口座への送金に限る。 

 

第 10条 申請の取消し、支援金の返還 

本会は、偽りその他不正の手段により支援金の申請受理又は交付を受けた者に対しては、 

申請取消及び次年度の申請権を剥奪することができる。 

旅行会社等は、この要綱に定める事項に違反して支援金の交付を受けた場合は、既に交

付された支援金を会長に返還するものとする。 

 

第 11条 関係書類の整備 

旅行会社等は、支援金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これら

の帳簿及び書類を支援金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

第 12条 事業停止について 

 本会は社会情勢等の事由により事業を停止する場合がある。この場合、事業停止をした日

以降の申請の受付を行わないものとする。また、事業を中止又は停止した場合、申請済であ

っても支援金支払の対象とならずキャンセル料等のいかなる費用も補償しない。 

 

第 13条 その他 



 この要綱に定めるもののほか、令和５年度歴史文化を活用した県内グループ旅行商品造

成支援金の交付に関して必要な事項については、本会が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１０日から令和６年２月２８日まで適用する。 

 

 

 

 


